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重 要 事 項 説 明 書 

   居宅介護支援のサービス提供の開始にあたり、厚生省令第３８号第４条に基づいて、当事業

者があなたに説明すべき事項は次のとおりです。 

 

 

１．開設事業者 

事業者の名称 医療法人 真成会 

事業者の所在地 沖縄県那覇市首里金城町３丁目３２番地 

代表者名 理事長 屋宜 亮兵 

電話番号 ０９８－８８５－７００１ 

２．指定居宅介護支援事業 ひまわり居宅介護支援センターの概要 

事業所の名称 ひまわり居宅介護支援センター 

事業所の所在地 沖縄県那覇市識名３丁目２０番１２号 

電話番号等 ０９８－８３６－８２６１  FAX ０９８－８３６－６９９０ 

管理者 福地 薫 

事業の目的 

 

介護支援専門員が要介護状態等にあるご利用者に対し指定居宅介護

支援事業が適正に行われるよう支援計画を作成し、居宅介護支援を行

い、その居宅で自立した生活ができるようにすることを目的とする。 

３．当事業所の職員体制 

職   名 常勤 非常勤 兼務の別 合計 備   考 

管理者 １名 ０名  あり １名 主任介護支援専門員（兼務） 

介護支援専門員 ５名 ０名  なし ５名 介護支援専門員 

勤務時間 ８時３０分～１７時３０分 

４．サービス提供時間帯 

営業日 月曜日～金曜日 （休み：土、日曜日・12/31 ～ 1/3・国民の祝日） 

営業時間 ８時３０分～１７時３０分（※土曜日は状況に応じて営業する） 

５．事業の実施地域 

 ◍ 那覇市、浦添市、豊見城市、南風原町（その他の地域は相談に応じる） 
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６．居宅介護支援の業務及び利用料金 

（１）運営方針 
① 当事業は、ご利用者又はご家族の要請に応じて、要介護者等の心身の特性とその環境

等の生活全般にわたるケアプラン（居宅サービス計画）を作成し、その評価を踏まえて、

一人ひとりの有する能力に応じて日常生活を営むことができるよう介護及び生活全般

について支援します。そのケアプランについては、ご利用者又はご家族に説明・同意を

得て、交付します。 

 

② 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事

業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの連携に努めます。 

 

③ 事業の実施にあたっては、常に利用者及びその家族の人権を擁護し、その従業者に対

し、研修や勉強会を実施すること等の措置を講ずるものとします。 

   ア）（高齢者虐待の防止） 

    事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措

置を講ずるものとします。 

・ 虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者

に通知徹底を図ります。 

・ 虐待防止のための指針の整備 

・ 虐待を防止するための定期的な研修の実施 

・ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置 

 イ）（身体拘束廃止） 

  ・身体拘束を廃止するための従業者に対する研修や勉強会等の実施 

  ・その他身体拘束を廃止するために必要な措置 

 ウ）（認知症ケア） 

  ・認知症ケアに関する従業者に対する研修や勉強会等の実施 

 

  ④ ハラスメントの防止 

     事業所は、適切な居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる

性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲

を超えたものにより、職員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確

化等の必要な措置を講じるものとする。 

 

  ⑤ 業務継続計画の策定等 

ア）事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する居宅介護支援の

提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計

画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置
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を講じるものとする。 

イ）事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施するものとする。 

ウ）事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変

更を行うものとする。 

 

 

（２）居宅介護支援業務内容 
 

① 居宅サービス計画の作成 
ア） 居宅サービス計画の作成の開始にあたって、指定居宅サービス事業者等に関するサ

ービス内容、利用料等の情報、福祉サービス等の必要な社会資源の情報を提供しま

す。サービス内容にあたっては中立・公正な立場で、ご利用者が可能な限り自己選

択、自己決定できるよう支援します。 

 
イ） 利用者やその家族はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所につい

て、複数の事業所の紹介を求めることができます。また、その事業所をケ

アプランに位置付けた理由を求めることが可能です。 

 

ウ） 介護支援専門員は、ご利用者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービ

スを提供する上での留意点等を明記したケアプランの原案を作成します。 

エ） 介護支援専門員は、ケアプランの原案を協議するため、サービス担当者会議を開催

します。 

 

オ） 介護支援専門員は、ケアプランの原案についてサービスの種類、内容、利用料等に

ついて説明し、ご利用者の同意を得た上で原案を本プランとして決定します。  

 

② ケアプラン作成後の便宜供与（居宅介護支援の提供方法） 

  ◍ ご利用者及びそのご家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居

宅サービス計画が目標に沿ってサービスが提供されるよう、少なくとも月１回は自宅訪

問して実施状況を把握し、その結果を記録致します。 

 

③ ケアプランの変更 

 ◍ ご利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業所が居宅サービス計

画の変更が必要と判断した場合は、事業所とご利用者双方の合意に基づき、居宅サービ

スを変更致します。 

 

④ 医療との連携 
ア）入院時における医療機関との連携を促進する観点から、利用者が入院する場合 

には、担当介護支援専門員の名前などを入院先の医療機関に伝えて下さい。 
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イ）利用者が医療系サービスの利用を希望している場合などは、利用者の同      

意を得て主治医の意見を求めることとされており、意見を求めた主治医に 

対してはケアプランを交付致します。 

 
ウ）訪問介護事業所などから伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬の

状況、モニタリングなどの際に把握した利用者の状態などについて、介護

支援専門員から主治医などに必要な情報伝達を行います。 

 

エ）通院時の情報連携として、利用者が医師の診察を受ける際に、同行して

必要な情報のやり取りをする場合があります。 

 

 ⑤ 障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携 
  ◍ 障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する

場合などにおける、介護支援専門員と障害福祉制度の相談支援専門員との密

接な連携を促進するため、特定相談支援事業者との連携に努めます。 

 

⑥ 要介護認定の申請等代行 

◍ 介護認定申請等について、必要に応じ代行支援します。 

 

⑦  記録書類の整備と保存 

ア） 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。  

イ） 事業者は、利用者に対する居宅介護支援の提供に関する次の各号に定める記録を整

備し、その完了の日から５年間保存するものとする。 また、利用者またはその家

族の求めに応じ、これを開示し、又はその複写物を交付するものとする。 

◍ 居宅サービス計画書 

◍ 利用者に関する市町村への通知に係る記録 

◍ 苦情の内容等に関する記録 

◍ 事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録 

 

⑧  質の高いケアマネジメントの推進 

＜公正中立の確保を図る＞ 

ア）利用者がサービスを選択するにあたり、複数のサービス事業所を提示すると共に、 

前６ヶ月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、

福祉用具貸与の各サービスの割合を提示致します（末尾に記載）。 

 

イ）またその際、前６ヶ月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域

密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業所によって提供された

ものの割合を提示致します（末尾に記載）。 

 

   ＜研修の実施＞ 

職員の質的向上を図るために研修の機会を設けるものとする。 
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   ア） 新人研修は、採用後３ヶ月以内、担当職員のもとで､居宅介護支援業務の全般に

ついて実践を積むものとする。 

   イ） 現任研修は、公的機関で主催する研修、及び事業所間連絡協議会研修等を実施す

る。 

 

 ⑨ 特定事業所加算Ⅱの体制 

  ア） 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的と

した会議を週１回行い、議事録に記録致します。 

  イ） 居宅事業所への２４時間連絡体制を確保致します。 

  ウ） 地域包括支援センターから支援困難者を紹介された場合、内容を確認しつつ、受入

れ件数に空きがある場合は、受入れできるように体制を確保致します。 

  エ） 沖縄県から介護支援専門員の実習受入れの打診がある場合、受入れできるように体

制を確保致します。 

 

（３）サービス利用料 
   要介護認定等を受けられた方は、居宅介護支援費について、介護保険から全額給付され

ます（法定代理受領サービス）ので自己負担はありません。 

   但し、ご利用者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料に

相当する給付を受領する事ができない場合は、下記のサービス利用料金の全額をいったん

お支払い頂くことになります。 

 

【サービス利用料】 

・居宅介護支援費（居宅介護支援Ⅰ；介護支援専門員一人当たり取扱い件数が４５未満） 

サービス内容 居宅介護支援費（Ⅰ） 

利用料金 要介護１・２ １０８６単位／月 

利用料金 要介護３・４・５ １４１１単位／月 

 

・初回加算         ３００単位／月（開始月のみ） 

・入院時情報連携加算（Ⅰ）入院後 1 日以内に情報提供 ２５０単位/月 

・入院時情報連携加算（Ⅱ）入院後 3 日以内に情報提供 ２００単位/月 

（※利用者が入院時に、介護支援専門員から医療機関へ情報提供した場合に

算定致します） 

 ・通院時情報連携加算 ５０単位／月 

  （※利用者が医師の診察を受ける際に同席して、情報のやり取りをした上で、

居宅サービス計画に記録した場合に算定します） 

 ・特定事業所加算Ⅱ １件当たり４２１単位／月 

 ・ターミナルケアマネジメント加算 ４００単位／回 
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・退院、退所加算 

  カンファレンス参加 無 カンファレンス参加 有 

連携１回 ４５０単位 ６００単位 

連携２回 ６００単位 ７５０単位 

連携３回 × ９００単位 

  （※利用者が退院または退所時に、医療機関や介護保険施設などと連携したときに算定致

します） 

・緊急時等居宅カンファレンス加算 ２００単位／月（ご利用者一人につき月２回まで） 

※ 利用料について、介護保険報酬改定やその他税金等の改定により変更が生じる場合は、そ

の都度、別紙等にて説明し同意を得るものとする。 

※ １単位は、10 円として換算致します。 

 

７．サービス利用に関する留意事項 

（１）利益収受の禁止等 
① 事業者及び事業所の管理者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、事業所の介

護支援専門員に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付けるべ

き指示を行わないものとする。 

② 事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対し

て特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示を行わないも

のとする。 

③ 事業者及びその従業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関して、利用者に対し

て特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当

該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受しないものとする。 

 

（２）担当介護支援専門員の変更 
  ① ご利用者からの変更の申し出 

    いつでも担当の介護支援専門員の変更を申し出ることができます。その場合、変更を

拒む正当な理由がない限り、変更の申し出に応じます。 

  ② 事業者からの変更 

    担当の介護支援専門員が退職する等やむをえない理由がある場合に限り、担当介護支

援専門員を変更することがあります。その場合は､事前に口頭又は文書で通知するとと

もに、利用者の了解を得て､他の介護支援専門員を紹介します。 

 

 

（３） サービスの終了 
  ① ご利用者のご都合でサービスを終了する場合。 

  ② 当事業所の都合でサービスを終了する場合。 
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    人員不足等やむをえない理由がある場合に、サービスの提供を終了させていただくこ

とがございますが、その場合は､事前に口頭又は文書で通知するとともに、利用者の了

解を得て､他の居宅介護支援事業者等の選択がしやすいよう支援します。 

  ③ 自動終了 

   ・ご利用者が介護保険施設に入所した場合 

   ・ご利用者の要介護認定区分が、非該当と認定された場合。 

   ・ご利用者の要介護認定区分が、要支援と認定された場合。 

   ＊要支援と認定された場合、別契約書にて契約する事が可能。 

   ・ご利用者が亡くなられた場合。 

  ④ その他として、ご利用者やご家族等が当事業所の介護支援専門員に対して本契約を継

続しがたいほどの背信行為を行った場合は文書で通知することにより、速やかにサービ

スを終了させていただく場合があります。 

 

（４） 衛生管理等 
① 事業者は、職員等の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うとともに事業

所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めるものとする。 

② 事業所は、事業所において感染症が発生し、又は蔓延しないように、次の各号に掲げ

る措置を講じるものとする。 

③ 事業所における感染症の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開

催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 

④ 事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための指針を整備する。 

⑤ 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及び蔓延防止のための研修及び訓練を

定期的に実施する。 

 

（５） 緊急時・事故発生時の対応 
①  介護支援専門員が、サービスの提供を行なっている時に、急変等が生じた場合、速

やかに主治医への連絡や管理者に報告を行ない、そのときにとった処置について記

録します。 

②  事業者は、サービスの提供により事故が発生した時は、速やかに市町村、事業所、 

当該ご利用者のご家族等に連絡を行ないその時にとった処置を記録します。 

③  居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を

行います。 

 

 

＜損害賠償補償＞ 

取りまとめ：全老健共済会 

補償会社 ：東京海上日動火災保険株式会社 
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（６）個人情報の保護 
事業者は、利用者ご本人からあらかじめ文書で同意を得られない場合又は同意確認者

の確認がない場合は、サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いません。

また、利用者の家族の個人情報についても、あらかじめ文書で同意を得ない限り、サー

ビス担当者会議で利用者の家族の個人情報を用いません。 

事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、善良

な管理者の注意を持って管理し、また、処分の際にも第三者への漏洩を防止するものと

します。 

この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。 

 

（７）サービスの第三者評価の実施状況について 
    事業所で提供しているサービスの内容や課題等について、部署内での自己評価は

行っていますが、第三者の観点からの評価は行っておりません。 
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８．苦情に関する体制等 

 

（１）苦情申し立て先 

当施設のご利用 

相談室 

窓口担当者  福地 薫 

ご利用時間  いつでもお受けいたします。 

ご利用方法 電話 090-6856-3450 

      面接 居宅介護支援相談室 

      投書 意見箱の設置（３F 事務所の受付台の右上） 

※直接、当法人事務局でも受け付けます。 

 

（２）苦情処理体制 
   ご利用者・又はご家族 → 事業所職員  

                 ↓ 

               苦情担当者 

            事業所内で苦情の処理検討 → ＊管理者が必要と判断した 

場合法人本部の苦情処理委 

                 ↓          員会へ 

苦情内容及びその解決方法を速やかにご利用者、及びご家族へ報告する。 

 

（３）その他当事業所以外に、お住まいの市町村もしくは沖縄県介護保険広域連  
合及び沖縄県国民健康保険団体連合会の相談･苦情窓口等に伝えることがで

きます。 

 

   ・那覇市役所 ちゃーがんじゅう課    TEL：０９８－８６２－９０１０ 

   ・浦添市役所 いきいき高齢支援課    TEL；０９８－８６７－１２３４ 

   ・南風原町役場 民生部 保健福祉課   TEL：０９８－８８９－７３８１ 

   ・豊見城市役所 障がい・長寿課     TEL：０９８－８５６－４２９２ 

   ・沖縄県介護保険広域連合 総務課    TEL：０９８－９１１－７５００ 

   ・沖縄県国民健康保険団体連合会（国保連）TEL：０９８－８６３－２３２１ 

 ・沖縄県福祉サービス運営適正委員会（沖縄県社会福祉協議会） 

TEL：０９８－８８２－５７０４ 
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令和   年   月   日 

 

 

 

 

 居宅介護支援の提供開始に当たり､ご利用者に対して重要事項説明書を交付し、本書面に基

づいて、重要事項を説明致しました。 

 

  事業所  所在地： 那覇市識名３丁目２０番１２号 

       名 称： ひまわり居宅介護支援センター 

 

         説明者氏名：                     ㊞    

 

 

 

私は、本書の交付を受け、書面により、事業者から居宅介護支援についての重要事項の説

明を受けました。 

 

 

 

 

 利 用 者   住所                              

 

氏名                         ㊞    

 

 

 

利用者の家族等 住所                              

(代理人) 

         氏名                ㊞  続柄         
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重要事項説明書（別紙） 令和 7 年前期 

居宅サービス計画の作成総数 903 件（R7.3～R7.8）6 ヶ月 
   

訪問介護 件数（252 件） 割合（27.9％） 

ヘルパーステーション虹 31 件 12.3% 

ヘルパーステーションいずみ 27 件 10.7% 

ヘルパーステーション Rico 26 件 10.3% 
   

通所介護 件数（308 件） 割合（34.1％） 

ニチイケアセンターまあじ 38 件 12.3% 

きよらかデイサービスセンター 34 件 11.0% 

ﾃﾞｲサービス縁（つながり） 33 件 10.7% 
   

福祉用具貸与 件数（697 件） 割合（77.2％） 

株式会社ｼﾙﾊﾞｰｻｰﾋﾞｽ沖縄 247 件 35.4% 

介護パートナー 121 件 17.3% 

サトウ株式会社 104 件 14.9% 
   

地域密着型通所介護 件数（46 件） 割合（5.1％） 

ﾃﾞｲサービスゆめ・いきいき 12 件 26.0% 

まあるデイサービスセンター 8 件 17.3% 

デイサービスセンターまほうの手 6 件 13.0% 

 


